
出前講座ひかりっ子「すくすくスクエア」
時５月13日㈬・27日㈬、６月10日㈬
　午前10時～正午
所府中公民館　大ホール
対未就園児とその保護者
講問府中ひかり保育園地域子育て支援センター
　　（☎282-9393）

わくわく♪ベビースイミング
時６月６日㈯・13日㈯・20日㈯・27日㈯
　午前10時50分～11時40分（全４回）
所サン府中スイミングスクール
　（本町１-12-３）
対町内在住で４か月～３歳未満の子ども・保護者
　※初めての人優先
定15組（先着順）　
￥3,850円（４回分）
持子ども用水着（水遊び用パンツも可）、保護
　者用水着、タオル、飲み物
申５月11日㈪～５月31日㈰の間、電子申請で
問健康推進課保健予防係（☎286-3257）

ひとり親家庭のための学習教室
　大学生や教員経験者が無料で個別にわかり
やすく勉強や宿題を教えてくれます。
時５月30日㈯～（全18回）
　午前９時30分～11時30分
所くすのきプラザ　２階研修室
対ひとり親家庭の小・中学生　
定12人（抽選）
◆ 詳しくは（一財）広島県ひとり親家庭等福
祉連合会ＨＰをご覧ください。
申問（一財）広島県ひとり親家庭等福祉連合会
　（☎227-2370）

ふちゅう子育て応援

イクフレ
府中町子育て応援サイトはこちら▶
イベント、相談窓口や乳幼児健診といった
子育て情報を発信しています。行事予定表も。

５月11日㈪は児童扶養手当の支給日です
内令和８年３月～４月分

ネウボラふちゅう相談日程
問こども家庭センター（母子保健係）（☎286-3258）

●妊婦・乳幼児健康相談
時所各会場　午前９時30分～11時受付
５月26日㈫ マイ・フローラ南交流センター
５月27日㈬ 北交流センター
５月28日㈭ 福寿館
内【予約不要】乳幼児の身体計測、保健師
による健康相談、助産師相談
【予約制】栄養相談
対 妊婦・乳幼児　
持母子健康手帳　申電話・来館で

●幼児発達相談（予約制）
時５月29日㈮、6月26日㈮
①午前９時～ ②午前10時～ ③午前11時～
内幼児発達支援センター職員による個別相談
対１歳６か月～小学校入学前で言葉や身体の
発達に心配のある幼児とその保護者

所福寿館
申電話・来館で

府中町こども家庭センターだより
　こども家庭センターでは子育ての支援が必
要な世帯に次の事業を行っています。いずれ
も事前の申請が必要です。
●府中町子育て世帯訪問支援事業
　 子育てヘルパーなどのスタッフがご家庭を
訪問し、子育てに関する相談、育児や家事
支援を行います。
●府中町子育て短期支援事業
　 児童を養育している家庭の保護者が疾病な
どにより養育が一時的に困難となる場合に、
児童福祉施設や母子生活支援施設で、一定
期間の養育・保護を行います。
問子育て支援課家庭相談支援係
　（☎286-3224）
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府中公民館 主催事業
問府中公民館（☎286-3276)
●土曜日はパパと「パパの広場」
時５月16日㈯　午前10時～正午
所府中公民館 和室　対乳幼児と父親（祖父も可）
●絵本読み聞かせ　おはなし広場「しずく」
時５月22日㈮　午前10時30分～11時30分
所府中公民館　小ホール
対未就園児と保護者　定15組（先着順）
申電話・来館・電子申請で
●子育てパパ＆ママの「おやすみ処」
時５月28日㈭　午前10時～正午
所府中公民館　和室
対未就園児と保護者（祖父母も可）
●笑顔で子育て　みんなで子育て「にこにこ子育て」
時 各回午前10時～11時30分
　 ①5月29日㈮、②6月11日㈭、③6月18日㈭、
④7月9日㈭（全４回）※託児あり
所①～③小ホール
　④調理室
対２歳未満の乳幼児と保護者　
定10組（先着順）
￥1,600円（初回集金）
申電話・来館・電子申請で
●のびのびくらぶ（前期）
時 各回㈯　午前10時30分～11時30分
　 5月30日、6月13日・27日、7月18日
　9月12日・19日（全６回）
所府中公民館　小ホール
対おおむね２歳からの幼児と保護者
定15組（先着順）
￥2,500円（初回集金）
講グループアイアイ
申電話・来館・電子申請で

南公民館 主催事業
問南公民館（☎286-3277)
●出前講座わかたけっこ「オープンスペース」
時５月１日㈮・15日㈮、６月５日㈮
　午前10時～正午
所南公民館　ホール
対未就園児とその保護者
●おひざにだっこのおはなし会
　いってみたいな
時５月28日㈭
　午前10時～10時30分
所南公民館　図書室

紙おむつ等定額利用サービス補助事業
　町内の保育所・認定こども園で紙おむつ等
定額利用サービス（おむつのサブスク）を利
用している方に対して、利用児童１人につき
月額500円の補助を行っています。
対 町内に住民票があり、町内の保育所・認定
こども園の０～２歳児クラスで紙おむつ等
定額利用サービスを利用している方
申各保育所・認定こども園で申込
問子育て支援課保育係（☎286-3168）

広告 広告

◆詳しくは町ＨＰをご覧ください。
問こども家庭センター（母子保健係）
　（☎286-3258）
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